
 

○岸和田市人権尊重のまちづくり条例 

平成17年12月27日条例第76号 

改正 

平成25年３月26日条例第16号 

岸和田市人権尊重のまちづくり条例 

（目的） 

第１条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、何人にも基本的人権が保障され、

人間の尊厳が侵されることのないよう、あらゆる差別をなくし、もってすべての人権が尊重される豊か

なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

（市の役割） 

第２条 市は、前条の目的を達成するため、市民の自主性を尊重しながら、市民の人権意識の高揚を図る

ための施策及び人権擁護のための施策（以下「人権に関する施策」という。）を積極的に推進するもの

とする。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識の向上に努める。 

（施策の推進） 

第４条 市は、市民、事業者、関係行政機関、関係諸団体等と連携を図りながら、人権に関する施策を総

合的に推進するよう努めるものとする。 

（審議会への諮問） 

第５条 市長は、人権に関する施策の総合的な推進についての計画、方針等を定めようとするときは、別

に条例で設置する岸和田市人権尊重のまちづくり審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

当該計画、方針等を変更しようとする場合も、同様とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第12号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成25年３月26日条例第16号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。（後略） 


